


住まいの住宅の性能、合理的な改修の考え方・改修例、改修工法 







　道内には約１１９万戸　の木造戸建て住宅がありますが、新しい住宅と古い住宅で
は性能に大きな隔たりがあります。
　耐震性能については、甚大な被害をもたらした大地震への対応のため、建築基準法
が昭和34年、55年の２度にわたり改正されて、必要軸組量が大幅に強化されています。
断熱性能についても、省エネ基準が制定されてから２度にわたり改正された事や、北
海道では平成２年から積雪寒冷な本道にふさわしい北方型住宅の普及を官民恊働のも
とで進めてきたこともあり、比較的新しい住宅については一定水準の省エネルギー性能
を確保した住宅が多いのに対して、古い住宅ではそうでない物も多くあります。
　当研究所では、平成15年頃の時点では既存木造戸建て住宅のうち耐震性能の確認が必
要なものが約４割以上　、平成４年に改正された新省エネルギー基準に満たない住宅が
８割以上　昭和55年の省エネルギー基準にさえ満たない断熱性能の住宅が４割以上存在
すると推測しています。高齢化対応についても融資制度などにおいてバリアフリー化が
進められはじめたのが平成３年からで、多くの住宅でバリアフリー化は進んでいないも
のと考えられます。





平成17年に行った住宅改修の調査結果から北海道の住宅改修の現 
状について紹介します。住宅改修を考える参考としてください。 
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